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評　価　項　目

常勤の介護支援専門員を１人以上置いているか。 いる 2 いない 　

常勤の介護支援専門員は、介護保険施設の常勤の介護支
援専門員とは別に配置しているか。

いる 2 いない

介護支援専門員は、利用者の数５０人ごとに１人以上配置
するよう努めているか

いる 2 いない

事業所の営業時間中に、介護支援専門員が不在になる場
合にあっても、利用者が、適切に連絡が取れる体制を取っ
ているか。

いる 2 いない

常勤の管理者を置いているか。 いる 2 いない
人員基準
合計得点

管理者は、介護保険施設の常勤の介護支援専門員とは別
に配置しているか。

いる 2 いない   ／１２

サービスの提供の開始に際し、利用者又は家族に重要事
項を記した文書を交付して説明を行い、提供の開始につい
て同意を得ているか。

いる 1 いない 　

重要事項説明書には以下の内容が盛り込まれているか。

　運営規程の概要 いる１ いない
　介護支援専門員の勤務の体制 いる１ いない
　秘密の保持 いる１ いない
　事故発生時の対応 いる１ いない
　苦情処理の体制など いる１ いない

サービス提供開始に際し、居宅サービス計画が利用者の希
望を基礎として作成されるものであることを説明し、理解を
得ているか。

いる 1 いない

利用申込者又は、その家族からの申出があった場合に、文
書による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法
等で、情報提供することができるか。また、利用申込者又
は、その家族がファイルの記録を出力することによる文書を
作成することができるものになっているか

いる １ いない

電磁的方法で重要事項の情報を提供する場合は、あらかじ
め、当該利用申込者又はその家族に対し、用いる電磁的方
法の種類及び内容を示して文書又は電磁的方法による承
諾を得ているか。

いる １ いない

正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでいない
か。

い　る いない1

自ら適切なサービスの提供が困難な場合に、他の居宅介護
支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じているか

いる １ いない

被保険者証により、受給資格等を確認しているか いる １ いない

サービス提
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評　価　項　目

利用者の意思を踏まえ必要な協力を行っているか いる １ いない

利用開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者に
ついて必要な援助を行っているか。

いる １ いない

介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問
時及び利用者等から求められたときは提示しているか。

いる １ いない

身分証明書には、事業所の名称、介護支援専門員の氏名
が記載されているか。

いる １ いない

介護支援専門員は、身分を証する書類に併せて携帯用介
護支援専門員登録証明書を携行しているか。

いる １ いない

運営規程に定めた交通費（利用者の居宅が通常の実施地
域以外の地域の場合）以外の支払いを利用者から受けてい
ないか。

い　る いない1

上記の額（交通費）に係るサービスの提供に当たっては、あ
らかじめ利用者等にサービスの内容や費用について説明
し、同意を得ているか。

いる １ いない

サービスの提供に要した費用の支払いを受けた際、領収書
を交付しているか。

いる １ いない

法定代理受領サービスに該当しない指定居宅介護支援に
係る利用料の支払いを受けた場合は、指定居宅介護支援
提供証明書を利用者に対して交付しているか。

いる １ いない

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するとと
もに医療サービスとの十分な連携をとっているか。

いる 1 いない

自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い､常にそ
の改善を図っているか。

いる 1 いない

管理者は､介護支援専門員以外の者に居宅サービス計画
の作成に関する業務（アセスメント・ケアプラン作成・利用者
等へのケアプラン説明と利用票での同意確認・モニタリング
等）を担当させていないか。

い　る いない1

介護支援専門員は､居宅サービス計画の作成の開始に当
たっては､当該地域におけるサービス事業者等に関する
サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者や家族
に提供して、利用者にサービスの選択を求めているか。

いる1 いない
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評　価　項　目

特定のサービス事業者に不当に偏った情報の提供をしてい
ないか。

い　る いない1 　

利用者の選択を求めることなく、同一の事業主体のサービ
スのみによる計画原案を最初から提示していないか。

い　る いない1

介護支援専門員は､居宅サービス計画の作成に当たって
は､課題分析標準項目により利用者が抱える問題点等を明
らかにし､解決すべき課題を把握しているか。

いる １ いない

介護支援専門員は、課題の把握に当たっては､利用者の居
宅を訪問し、利用者や家族に面接して行っているか。

いる １ いない

介護支援専門員は､利用者や家族の希望及び把握した課
題に基づき、居宅サービス計画の原案を作成しているか。

いる １ いない

居宅サービス計画に訪問介護のうち家事援助中心型を位
置付けている場合の理由は適切か。（利用者が独居か、同
居家族等が障害・疾病等である場合及びその他同様のや
むを得ない事情がある場合に、家事援助中心型訪問介護を
位置付けることができる。）

適　１ 不適

介護支援専門員は､サービス担当者会議を適宜開催してい
るか。また、担当者に対する照会等により担当者から､専門
的な見地からの意見を求めているか。

いる １ いない 　

サービス担当者会議を開催しない場合においても、サービ
ス提供事業者に対し居宅サービス計画の内容について情
報提供を行っているか。

いる １ いない

介護支援専門員は､居宅サービス計画に位置付けたサービ
ス等について保険給付の対象となるか否かを区分した上
で、内容や利用料等について利用者や家族に説明し、文書
により利用者の同意（利用票へに署名又は押印）を得てい
るか。

いる １ いない

介護支援専門員は､計画作成後においても、サービスの実
施状況や利用者についての課題の把握を行い、必要に応じ
て居宅サービス計画の変更等を行っているか。

いる１ いない

介護支援専門員は､利用者が､その居宅での生活が困難に
なったと認める場合又は利用者が希望する場合は、介護保
険施設への紹介その他の便宜の提供を行っているか。

いる １ いない

介護支援専門員は､介護保険施設への紹介等を行う場合に
は、介護保険施設の医療機能等がそれぞれ異なることに鑑
み、主治医の意見を求めているか。

いる １ いない
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評　価　項　目

介護支援専門員は､介護保険施設から退院・退所しようとす
る要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生
活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画
の作成等の援助を行っているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､利用者が訪問看護、通所リハビリテー
ション等の医療サービスの利用を希望している場合その他
必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯
科医師（主治の医師等）の意見を求めているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､主治の医師等が、居宅サービス計画の
内容について情報提供を求めている場合で､利用者の同意
を得ているときは主治の医師等に対し情報提供を行ってい
るか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､居宅サービス計画に訪問看護、通所リ
ハビリテーションの医療サービスを位置付ける場合にあって
は､主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行ってい
るか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､医療サービス以外のサービスを位置付
ける場合、当該サービスに係る主治の医師の医学的観点
からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重
してこれを行っているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､利用者の心身の状況等から特に必要と
認められる場合を除き、短期入所生活（療養）介護を利用す
る日数が要介護認定有効期間の概ね半数を超えないよう
にしているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､利用者の被保険者証に、認定審査会
意見又は市町村による指定に係る居宅サービスの種類に
ついての記載がある場合には､利用者の理解を得た上で、
その内容に沿って居宅サービス計画を作成しているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､居宅サービス計画の作成、変更に際し
ては､厚生大臣の定めた基本方針による参酌すべき標準を
基礎として､算定された要介護者１人当たりのサービス量と
の均衡を勘案しているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､利用者の日常生活全般を支援する観
点から､保険給付等対象サービス以外の保健医療サービス
又は福祉サービス等も含めて居宅サービス計画上に位置
付けるよう努めているか。

いる 1 いない

介護支援専門員は､居宅介護支援のサービスの提供に当
たっては､利用者や家族に対して、サービス提供方法につい
て、わかりやすく説明しているか。

いる 1 いない
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評　価　項　目

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合
その他利用者からの申出があった場合には、利用者に対し
直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類
を交付しているか。

いる 1 いない

管理者は､当該事業所の介護支援専門員その他の従業者
の管理、指定居宅介護支援利用の申し込みに係る調整、業
務の実施状況の把握その他の管理一元的に行っている
か。

いる 1 いない

管理者は従業員に運営に関する基準を遵守させるため、必
要な指揮命令を行っているか。

いる 1 いない

運営規程には下記の内容が定められているか。

　事業の目的及び運営の方針 いる 1 いない

　職員の職種、員数及び職務内容 いる 1 いない

　営業日及び営業時間 いる 1 いない

指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用者その他の
費用の額

いる 1 いない

　通常の事業の実施地域 いる 1 いない

月ごとの勤務表を作成し､介護支援専門員については、
日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との勤務関係
を明確にしているか。

いる 1 いない

介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保
しているか。

いる１ いない

介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必
要な管理を行っているか。

いる１ いない

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専
門員の勤務体制その他の重要事項を掲示しているか。

いる 1 いない

介護支援専門員その他の従業者及び従業者であった者
が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じている
か。

いる１ いない

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用
いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得てい
るか。

いる １ いない

広告内容が虚偽又は誇大なものになっていないか。 いる いない１

評価区分及び得点

掲示

運営規程

勤務体制の
確保

従業者の
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管理者の
責務

区　　分

　
　
運
　
　
　
　
　
営
　
　
　
　
　
基
　
　
　
　
　
準

広告

秘密保持

5



評　価　項　目

介護支援専門員は､利用者に対して特定のサービス事業者
等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行っていない
か。

いる いない１

利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等を利用させ
ることの対価として、金品その他の財産上の利益を収受し
ていないか。

いる いない１

苦情に対し､迅速かつ適切に対応しているか。 いる 2 いない

相談窓口の連絡先、苦情処理の体制等を利用者に知らせ
るとともに、事業所に掲示しているか。

いる 1 いない

自らが､居宅サービス計画に位置付けた指定サービスに対
する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関し
て､利用者に対し必要な援助を行っているか。

いる 1 いない

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合、速や
かに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じているか。

いる 1 いない

賠償すべき事故が発生した場合は､損害賠償を速やかに
行っているか。

いる 1 いない

事故が生じた際には､再発生を防ぐための対策を講じてい
るか。

いる２ いない

事業所ごとに経理を区分し､また指定居宅介護支援の事業
の会計とその他の事業の会計とを区分しているか。

いる 1 いない

次の記録を整備しているか。
　従業員に関する記録 いる 1 いない
　設備､備品に関する記録 いる 1 いない
　会計に関する記録 いる 1 いない

次の記録を整備し、完結の日から2年間保存しているか。

　指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 いる 1 いない

個々の利用者ごとに次の事項を編綴した居宅介護支援台
帳

いる 1 いない

　・課題分析 いる 1 いない

　・居宅サービス計画 いる 1 いない

　・サービス担当者会議等記録 いる 1 いない

　・居宅サービス計画作成後の継続したサービス実施状況
等の把握の記録

いる 1 いない

　・基準第16条に係る市町村への通知に係る記録 いる１ いない

事故発生時
の対応

会計の区分

 
 
　
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
運
　
　
　
　
営
　
　
　
　
基
　
　
　
　
準

記録の整備

居宅サービ
ス事業者等
からの利益
収受の禁止

苦情処理

区　　分 評価区分及び得点

6



評　価　項　目

変更届事項について、変更があった時は10日以内に届出を出し
ているか。
変更届出事項：事業所の名称及び所在地､申請者の名称及び主
たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所・申請者
の定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等、事業所
の平面図、事業所の管理者の氏名・経歴及び住所、運営規程､
当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に
関する事項

いる 1 いない

利用者が月を通じて痴呆対応型共同生活介護又は特定施
設入所者生活介護を受けている場合に、当該月について、
居宅介護支援費を算定していないか。

いる いない１
運営基準
合計得点

利用者が月の途中で居宅介護支援事業所を変更した場合
(他の市町村に転出した場合を除く）に、当該月について、居
宅介護支援費を算定していないか。

いる いない１
　

／８６

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要
な設備及び備品等を備えているか。

いる 1 いない
設備基準
合計得点

専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者
会議等に対応するのに適切なスペースが確保されている
か。

いる 1 いない   ／２

合計得点

　　Aランク90点以上　　　Bランク７0点以上　　　Cランク７0点未満

設備・備品
等

設
備
基
準

介護支援専
門員給付費
の算定及び
取扱い

運
　
営
　
基
　
準

変更の届出
等

区　　分 評価区分及び得点

  ／１００

評価区分　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ

　　＊評価上の留意点

　　評価項目のうち、具体的ケースのないものについては、事業所において、その体制が整えられているか
　　どうかの観点で、評価するものとする。
　　なお、その際には、空欄に「体制あり」と記入すること。
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